
■「まち・ひと・しごと創生法」第10条 ※地方公共団体の人口ビジョン・総合戦略の策定の根拠
市町村は、（国）まち・ひと・しごと創生総合戦略及び（県）まち・ひと・しごと創生総合戦略を勘案して、当該市町村の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関

する施策についての基本的な計画（市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略）を定めるよう努めなければならない。

↓
人口の現状と将来の展望を提示する「人口ビジョン」及び具体的施策をまとめた「総合戦略」を策定

【平成２７年１０月 ２０１５年度（平成２７）～２０１９年度（平成３１）の５年計画】

幅広い関係者の意見が反映されるよう住民をはじめ、産業界・町や国の関係行政機関・教育機関・金融機関・労働団体・メディア（産官学金労言）等
で構成する推進組織で審議→小豆島町創生総合戦略会議（これまでに５回開催 2015年(H27） 7/31 9/9 10/6 10/20 10/27）
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小豆島町の人口ビジョンと総合戦略について（ふりかえり）

総合戦略等の策定

法律の目指すもの

■「まち・ひと・しごと創生法」第１条
我が国における急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来

にわたって活力ある日本社会を維持していくためには、国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会の形成、地域社会を担う個性豊かで多様な
人材の確保及び地域における魅力ある多様な就業の機会の創出を一体的に推進（以下略）
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